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【プロジェクト名】児童生徒の活用力向上研究指定事業 

 
 
１ プロジェクトの目的・概要 
  本事業は、これまでの学習調査等から明らかとなった本県で学ぶ子どもたちの学力

向上に係る課題解決に向けて、県が指定する中学校及び校区内小学校又は義務教育学

校（以下、「指定校」という。）が、国語、算数・数学を中心に各教科における基礎的・
基本的な知識や技能の習得と併せて、それらの活用力を高めるための授業等における

実践的研究を行う取組である。その内容や成果について県内の学校への周知を図り、

教師の指導力向上及び児童生徒の学力の向上を目指すものである。 
  内容としては、中学校区（以下、義務教育学校を含む。）内で共通のテーマを設定

した上で、各指定校が自校の課題を踏まえた研究テーマのもと、児童生徒の活用力の

向上を図るために授業改善リーフレット vol.１、２を活用した取組を共通項目とし
て実践し、加えて、教師の指導方法の工夫改善を中心とする取組や児童生徒が主体的

に学ぶ学習集団づくりを中心とした取組などを行う。 

  事業指定は、平成２７年度から平成２９年度までの３年間であったが、授業改善が
図られたなどの成果がみられたことから、平成３０年度も新たに８中学校区を指定し、

１６中学校区４６校（校区内小学校を含む）で研究を推進する。なお、指定校につい

ては、別表１のとおりである。 
 

２ ２９年度の実施実績 

事業実施に当たっては、４月に佐賀大学をはじめ関係各課が参加した説明会を開催し、

本事業の概要説明を行った。そして、８月の連絡会において、佐賀県小・中学校学習状

況調査（４月調査）の結果報告及び元学力調査官からの講演を行ったことで、本事業に

ついて指定校と共通理解に基づく実践を図ることができた。さらに、２月の連絡会では、

佐賀県小・中学校学習状況調査（12 月調査）の結果報告及び学力調査官からの講演に加

え、指定校２校からの報告を行い、各指定校において取組の成果や次年度に向けた課題

の整理を行うための研修の場とすることができた。 

佐賀大学では、支援要請を受ける窓口を設置し、支援要請内容に応じて教育学部のス 

タッフの指導助言や指導講話、講演等の訪問支援が行われた。また、各指定校における

検証授業についての事前指導や事後指導及び検証方法等についての情報提供等も行われ

た。本事業における訪問支援の件数は、延べ３５回であった。     

特に、平成２９年度からは佐賀大学附属小・中学校が研究協力校となり、公開授業を

複数回開催したことにより、指定校を中心とした小・中学校からの参観者が、授業づく

りについて研修を深める機会を設けることができた。また、附属中学校においては活用

力を問う問題についての研究がなされ、その資料を県内全公立中学校へ提供いただいた。 

各指定校において、複数回の公開授業及び授業研究会を開催したことで、他校を含め

た教師が研修に参加する機会が増えるとともに、指導法改善に向けた教師の意識や教師

自身の指導力向上につなげることができた。 

資料４－１ 



３ ３０年度の実施計画 

各指定校は、佐賀県小・中学校学習状況調査等の調査結果に対して十分な分析を行う

とともに、地域の実情を踏まえ、指定中学校区内の各学校が連携し、計画的・継続的に

研究に取り組む。そのために、関係各課・所、教育センター、市町教育委員会等が連携

し、各指定校の支援を行う。 
各教育事務所・支所は、各指定校の研究推進に向けた支援に取り組む。 

  佐賀大学においては、指定校等からの支援要請に対する窓口を設置するとともに、関

係各課・所、教育センター、市町教育委員会等と連携し、各指定校等への訪問による支

援等をとおして、専門的な立場からの指導・助言を行う。 
主な支援内容としては、 
・各指定校が掲げた研究テーマについての調査・研究活動の支援 
・調査、研究、検討等結果を踏まえた課題解決等の支援 
・実践の成果を踏まえた効果や課題の検証についての支援 
・その他、業務の実施に際して必要な事項 等とする。 
また、佐賀大学附属小・中学校が引き続き本事業の研究協力校となり授業公開を行う

ことで、県内小・中学校における研究実践の一層の推進を図る。 
  各指定校は、県内の学校への複数回の授業公開等をとおして、取組内容や状況、成果

の報告を行うとともに、ホームページ等で情報発信を行っていく。 
県教育委員会は、県主催の研修会等において、指定校の成果や課題報告を行うことに

より、県内各学校における研究の一助となるよう本事業の周知を図っていく。 
 
＜事業実施計画＞ 
時 期 概     要 

Ｈ３０．４ 
Ｈ３０．４～ 
Ｈ３０．５～ 
Ｈ３０．６ 
Ｈ３０．６～ 
 
 
 
Ｈ３１．２ 
Ｈ３１．３ 
適宜 

○事業説明会の開催 
○研究計画の作成 
○委託契約書の提出 
○事業計画書の提出 
○指定校等での実践（要請に応じて随時、支援・協力を行う。） 
・校内研究の開催（小中合同を含む。） 
・授業研究会の開催（地域内学校への授業公開を行う。） 
・取組内容等の公開（指定校や県のホームページで随時発信する。） 
○研修会での成果報告 
○事業実績報告書の提出 → 事業のまとめ 
アンケート結果による成果検証 

 


